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2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

国際希少野生動植物種流通管理対策費

事業イメージ

請負事業

ワシントン条約の適正な履行及び希少野生動植物種の保全を進めるため、以下の

事業を実施します。

Ⅰ.希少生物の国際取引に関する情報（種・各国の情報）を収集します。

Ⅱ.象牙等の希少野生動植物種を取り扱う事業者に対し、立入検査や指導を強化し、

市場の適正な管理に注力します。

Ⅲ.関係機関（省庁、自治体、事業者）の連携を強化し、国内希少野生動植物種の

違法取引及び密輸対策について、効果的な対策を実施します。

Ⅳ.オンライン取引の増加をふまえた監視や法規制の普及啓発を進め、法令遵守の

周知及び保全と持続可能な利用の理解を推進します。

V.法に基づく届出についてオンラインシステムを運用するとともに、国民のさら

なる利便性の向上を目指して申請オンライン化の検討を進めます。＜増額＞

① ワシントン条約の科学当局として、諸外国と協調して希少野生動植物種の適切な取引と種の保全を果たす

② 象牙等の国際希少野生動植物種の適正な国際・国内取引を推進する

③ 種の保存法で保護されている国内希少野生動植物種の違法取引と密輸を撲滅する

国際・国内希少野生動植物種の保全と適正な取引を推進します。

【令和４年度要求額 67百万円（47百万円）】

民間事業者・団体/非営利団体/研究機関

昭和61年度～

環境省自然環境局野生生物課 電話：03ｰ5521ｰ8283

■請負先

ワシントン
条約

国 外

国 内

適正な
国内流通

種の保存法

Ⅱ. 市場管理の強化
（立入検査・報告徴収）
Ⅱ. 市場管理の強化
（立入検査・報告徴収）

環境省所管

Ⅰ. 希少種の情報収集等Ⅰ. 希少種の情報収集等

Ⅲ. 関係機関と連携した希少
種の違法取引・密輸対策
Ⅲ. 関係機関と連携した希少
種の違法取引・密輸対策

希少種の違法
取引・

密輸防止

年度 主な事業概要

Ｒ4 ワシントン条約第19回締約国会議対応、オ
ンライン取引監視強化、国内希少種の密猟
密輸対策、登録申請オンライン化検討調査

Ｒ5 オンライン取引監視強化、希少種取引に関
するあり方検討、国内希少種の密猟密輸対
策の横展開

Ⅳ&Ⅴ.国内広報・適切な運用Ⅳ&Ⅴ.国内広報・適切な運用
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登録票や登録情報
に基づき、適正な
国内流通を管理


